
 

 

姫路市ＤＶ（配偶者等からの暴力）対策基本計画（第 3 期） 

の進捗状況及び評価（令和 6 年度）集計表 

 

○ 進捗状況評価 

１ 検討したが、今後の実施は未定である 

２ 実施には至らなかったものの、今後実施を予定している 

３ 計画には及ばなかった 

４ ほぼ計画どおりに達成できた 

５ 計画以上に達成できた 
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姫路市ＤＶ（配偶者等からの暴力）対策基本計画（第3期）の進捗状況及び評価      

基本目標１　啓発・教育の推進

（1）市民等への啓発の推進

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①家庭・
地域・企
業等への
啓発の推
進

家庭・地域・企業等においてＤＶに関する理解を深め
るため、啓発冊子の配布を行います。また、地域や職
場でのＤＶ防止講座の実施などの啓発活動を行いま
す。

人権啓発
課・人権
啓発セン
ター

相談窓口の周
知

家庭・地域・企業等においてＤＶに関する理
解を深めるため、啓発冊子の配布やＤＶ防止
講座の実施などの啓発活動を行う。

取組の概要のとおり

改訂版「人権相談窓口ハンドブック」
に、ＤＶセンター等の相談先を記載し
ている。
令和6年6月27日、「誰もが安心して生
きられる社会を目指して」と題した人
権学習地域講座を開催し、啓発を行っ
た。

4

①家庭・
地域・企
業等への
啓発の推
進

家庭・地域・企業等においてＤＶに関する理解を深め
るため、啓発冊子の配布を行います。また、地域や職
場でのＤＶ防止講座の実施などの啓発活動を行いま
す。

男女共同
参画推進
センター

相談窓口の周
知

「女性のための相談室」相談案内カード（男
女共同参画推進センター発行）を関係部署に
配置し、市民へ相談窓口を周知する。また、
男女共同参画推進センター“あいめっせ”の
ホームページでも相談窓口に関する情報を掲
載し、広く周知する。

・女性のための相談室案内
　カードの配置
・ホームページによる情報
　提供

・女性のための相談室案内カードの
　配置
・ホームページによる情報提供

4

②ホーム
ページ等
による啓
発の推進
（拡充）

姫路市配偶者暴力相談支援センターのホームページ
に、ＤＶ防止の啓発内容を掲載し、ＤＶについての理
解が進むよう取り組みます。また、ＳＮＳ等を活用し
た新たな啓発方法を検討します。

福祉総務
課

ホームページ
等による啓発

姫路市配偶者暴力相談支援センターのホーム
ページに、ＤＶ防止の啓発内容を掲載する。
また、ＳＮＳ等を活用した新たな啓発方法を
検討する。

取組の概要のとおり

姫路市配偶者暴力相談支援センターの
ホームページに、国や県のＤＶに関す
る施策を随時掲載するとともに、「性
犯罪・性暴力被害者のための相談窓
口」のページを開設した。
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②ホーム
ページ等
による啓
発の推進
（拡充）

姫路市配偶者暴力相談支援センターのホームページ
に、ＤＶ防止の啓発内容を掲載し、ＤＶについての理
解が進むよう取り組みます。また、ＳＮＳ等を活用し
た新たな啓発方法を検討します。

男女共同
参画推進
センター

ホームページ
等による啓発

姫路市配偶者暴力相談支援センターのホーム
ページに、ＤＶ防止の啓発内容を掲載する。
また、ＳＮＳ等を活用した新たな啓発方法を
検討する。

取組の概要のとおり
あいめっせのホームページから関係部
署のサイトへリンクできるように修正
済

4

③啓発ポ
スターの
商業施設
等への掲
示（新
規）

ＤＶ防止の啓発ポスターについて、市の施設だけでな
く、市民の目に触れやすい商業施設等への掲示に取り
組みます。

福祉総務
課

啓発ポスター
の商業施設等
への掲示

ＤＶ防止の啓発ポスターの掲示やＤＶ相談案
内カードの配置を商業施設等に依頼する。

取組の概要のとおり

コムサロン21のご紹介により、企業へ
のＤＶ相談案内カードの配置を実施し
ましたが、新たな開拓には至らず。今
後、新たな開拓に向けて取り組んでい
く。

3

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

④ＤＶ防
止キャン
ペーンの
実施やチ
ラシ等の
作成

内閣府の「女性に対する暴力をなくす運動」（１１
月）にあわせ、ホームページでの情報発信やパープル
リボンの配布などＤＶ防止キャンペーンを実施しま
す。また、他のリボンキャンペーンと一体的に啓発や
チラシの作成を行うなど、効果的な啓発活動を実施し
ます。

福祉総務
課

ＤＶ防止キャ
ンペーンの実
施

内閣府の「女性に対する暴力をなくす運動」
期間にあわせ、パープルリボン（女性に対す
る暴力をなくす運動のシンボル）を関係職員
へ配布するなど、啓発活動を実施する。

取組の概要のとおり

「女性に対する暴力をなくす運動」期
間にあわせてパープルリボンを関係課
職員に配布するとともに、啓発ポス
ターを庁内デジタルサイネージに掲示
して啓発活動を行った。また、令和4
年度からコーセー化粧品販売株式会社
が実施するＤＶ防止キャンペーンにあ
わせて、市内5か所の販売店にＤＶ相
談案内カードを設置していただいた。

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①人権教
育に基づ
く男女平
等教育の
推進

互いに人権を尊重し合う社会の構築を目指した人権教
育を基盤にし、ＤＶの背景にある女性差別や固定的性
別役割分担の意識を是正する男女平等教育を児童・生
徒の発達段階に応じて推進します。

市教委人
権教育課

男女共同参画
社会を目指す
学校教育の推
進

男女平等教育の推進について、年度当初の管
理職及び担当者への事業説明会等で各学校で
の取組を依頼するとともに、姫路市独自で実
施している「男女共同参画社会を目指す学校
教育推進状況調査」を行うことで推進状況を
把握する。また、調査結果を各学校へ周知
し、各学校における取組の参考とする。

「男女共同参画社会を目指す
学校教育推進状況調査」の実
施

令和6年3月に市立小・中・高・特別支
援学校に「男女共同参画社会を目指す
学校教育推進状況調査」を実施し、集
計結果を3月末に各学校へ報告した。
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②デート
ＤＶ防止
の教育の
推進（拡
充）

中学生や高校生を対象に、人権教育や男女平等教育の
一環として、啓発冊子や市政出前講座等を活用しなが
ら、メール、行動等の監視・制限などの精神的暴力や
同意のない性交渉などの性的暴力等のデートＤＶを防
止するための教育を進めます。また、市内の大学にも
啓発を行うほか、若年層が集うイベントでも啓発冊子
を配布します。

市教委人
権教育課

男女共同参画
社会の実現を
目指す学校教
育の推進

デートＤＶ防止について、年度当初の管理職
及び担当者への事業説明会等で、県教委が作
成しているデートＤＶ防止啓発パンフレット
「わたしもあなたも大切に～知ってほしい
『デートＤＶ』～」の活用や市政出前講座の
利用などを呼びかけるとともに、姫路市独自
で実施している「男女共同参画社会を目指す
学校教育推進状況調査」を行うことでデート
ＤＶ防止のための取組の状況を把握する。ま
た、調査結果を各学校へ周知し、各学校にお
ける取組の参考とする。

デートＤＶ防止に向けて、県
教委や男女共同参画推進課が
作成している啓発パンフレッ
トの活用を呼びかけるととも
に、「男女共同参画社会を目
指す学校教育推進状況調査」
の実施

・デートＤＶ防止に向けて、県教委や
男女共同参画推進課が作成している啓
発パンフレットの活用を呼びかけた。
・令和7年3月に市立小・中・高・特別
支援学校に「男女共同参画社会を目指
す学校教育推進状況調査」を実施し、
集計結果を3月末に各学校へ報告し
た。

4

施 策 計画記載内容 担当課

（2）学校等における啓発・教育の推進

令和6年度

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

②デート
ＤＶ防止
の教育の
推進（拡
充）

中学生や高校生を対象に、人権教育や男女平等教育の
一環として、啓発冊子や市政出前講座等を活用しなが
ら、メール、行動等の監視・制限などの精神的暴力や
同意のない性交渉などの性的暴力等のデートＤＶを防
止するための教育を進めます。また、市内の大学にも
啓発を行うほか、若年層が集うイベントでも啓発冊子
を配布します。

男女共同
参画推進
センター

男女共同参画
社会の実現を
目指す学校教
育の推進

デートＤＶ防止について、年度当初の管理職
及び担当者への事業説明会等で、県教委が作
成しているデートＤＶ防止啓発パンフレット
「わたしもあなたも大切に～知ってほしい
『デートＤＶ』～」の活用や市政出前講座の
利用などを呼びかけるとともに、姫路市独自
で実施している「男女共同参画社会を目指す
学校教育推進状況調査」を行うことでデート
ＤＶ防止のための取組の状況を把握する。ま
た、調査結果を各学校へ周知し、各学校にお
ける取組の参考とする。

取組の概要のとおり ・若年層向け男女共同参画啓発資料の
配布

3

③教職員
等に対す
る啓発の
推進（拡
充）

子どもの支援者となる教職員や保育士、スクールカウ
ンセラー等がＤＶに関する理解を深めることができる
よう研修を推進します。特に教職員は、児童・生徒へ
のＤＶ予防教育の実施やＤＶ被害の早期発見の役割が
期待されているため、教職員が個々にＤＶに対する理
解や知識を深めることができ、また、職場研修などに
も活用できる啓発冊子等の作成を検討します。

市教委教
育研修課

教職員研修の
実施

総合教育センターで実施する教職員研修にお
いて、教職員のＤＶに関する理解等を深める
内容を取り上げ、ＤＶの予防や早期発見につ
なげる。

初任者研修において、ＤＶに
関する内容を取り上げ、理解
を深めていく。

初任者研修（11月12日）において、子
育て支援室により「児童虐待〜家庭と
の連携〜」の研修を行い、その中で、
ＤＶと虐待の関連性も取り上げ、教員
自身の意識向上や児童生徒への指導力
向上を図った。（初任者　71名）

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①保健医
療機関・
福祉関係
者への啓
発の推進
（拡充）

民生委員・児童委員や地域包括支援センターの職員等
の福祉関係者が被害者から相談を受けたときに、適切
に助言等の対応ができるよう研修等を実施します。ま
た、医療関係者や福祉関係者は、ＤＶを発見しやすい
立場にあることから、ＤＶの早期発見や通報等につい
て協力を求めていきます。

福祉総務
課・子育
て支援室

保健医療機関
や福祉関係者
への啓発

民生委員・児童委員や地域包括支援センター
の職員等に研修等を実施する。また、医療関
係者や福祉関係者に対し、ＤＶの早期発見や
通報等について協力を求めていく。

取組の概要のとおり
生徒指導担当者会や主任児童委員部会
全体会等に赴き、面前ＤＶについて説
明した。（約360名参加）

3

②市の職
員への啓
発の推進

市の職員は、ＤＶの予防・防止を推進する立場にある
ことから、新規採用職員に対してＤＶの基礎知識につ
いての研修を実施します。また、市の保健・福祉担当
職員は、窓口等での適切な対応が求められるため、具
体的な対応方法についての研修を実施します。

監査指導
課

健康福祉局に
配属された職
員に対する研
修の実施

健康福祉局へ初めて配属された職員に対して
健康福祉局保健福祉行政新任職員研修を実施
する中で、ＤＶ予防・防止に関する講義の時
間を設ける。

健康福祉局保健福祉行政新任
職員研修で、配偶者暴力相談
支援センターより講義を行
う。

令和6年4月24日保健福祉行政新任職員
研修で、ＤＶ対策基本計画の研修を実
施した。（60名）

4

（3）保健医療機関・福祉関係者等への啓発の推進

計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

②市の職
員への啓
発の推進

市の職員は、ＤＶの予防・防止を推進する立場にある
ことから、新規採用職員に対してＤＶの基礎知識につ
いての研修を実施します。また、市の保健・福祉担当
職員は、窓口等での適切な対応が求められるため、具
体的な対応方法についての研修を実施します。

研修厚生
センター

研修の実施
職員のＤＶに関する知識や人権意識のさらな
る高揚をめざす。

研修の実施

新採用職員研修において、ＤＶ対策の
研修を実施した（95名）。その他の階
層別研修においても、幅広い人権問題
の研修を取り入れており、職員の人権
意識の向上を図っている。

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①庁内連
携会議等
の開催

こども支援課、子育て支援室、男女共同参画推進セン
ター等の職員や女性相談支援員が集まり、計画に掲げ
る施策を推進するための協議、進捗管理や情報交換等
を行います。また、処遇の困難なケースへの対応につ
いて、必要に応じて検討会議を行います。

福祉総務
課・子育
て支援室

庁内連携会議
の開催

関係課の職員や女性相談支援員、母子・父子
自立支援員が集まり、計画に掲げる施策を推
進するための協議等を行う。また、処遇の困
難なケースへの対応について、必要に応じて
検討会議を行う。

取組の概要のとおり

処遇困難なケースについては、個々の
状況に応じて、女性相談支援員等が関
係課と情報交換を行い適切に対応し
た。また、面前ＤＶが関係する個別案
件については、子育て支援室が開催す
る要保護児童対策地域協議会で協議し
た。

3

②関係機
関による
ネット
ワークの
充実（拡
充）

県、市町、裁判所、法務局、労働局、医師会、弁護士
会、女性自立支援施設などの関係機関や民間支援団体
が参加する、ひょうごＤＶ防止ネットワーク会議や中
播磨地域ＤＶ相談ネットワーク会議に参画します。ま
た、性犯罪被害や新たな課題であるＪＫビジネス、Ａ
Ｖ出演強要被害、人身取引被害、ストーカー被害など
について、関係機関等と連携し、適切な対応に努めま
す。

男女共同
参画推進
セン
ター・こ
ども支援
課・福祉
総務課

関係機関との
ネットワーク
の構築

県が開催するＤＶネットワーク会議に出席
し、他の支援機関と情報共有を行い、ＤＶ被
害者の支援につなげる。

中播磨地域ＤＶ相談ネット
ワーク会議への出席

中播磨県民センターが開催すべきＤＶ
相談ネットワーク会議は開催されな
かった。令和7年度の開催を要望して
いる。

2

③県や近
隣市町と
の連携の
強化

被害者の避難に関して、関係する他市町との連携が不
可欠であり、引継ぎについても適切に対応します。ま
た、県の所管課と情報交換を行い、被害者に対する支
援策の充実を図ります。

福祉総務
課

県や近隣市町
との連携によ
る適切な引継
ぎの実施

被害者が避難する場合、避難先市町と連携
し、被害者の引継ぎについて適切に対応しま
す。また、県の担当者と情報交換を行い、被
害者に対する支援策の充実を図ります。

取組の概要のとおり

被害者が避難する場合、避難先市町と
連携し、引継ぎを確実に行った。ま
た、支援策を拡充するため、県のＤＶ
支援担当である児童家庭課から情報収
集を行った。

4

④こども
家庭セン
ター（児
童相談
所）との
連携（新
規）

ＤＶ防止法において、配偶者暴力相談支援センターと
児童相談所が適切に連携協力することが定められたこ
とから、ＤＶと児童虐待が相互に重複して発生してい
ることを踏まえて、こども家庭センターと連携を図り
ます。

福祉総務
課

こども家庭セ
ンターとの連
携

ＤＶセンターとこども家庭センターが連携協
力できるように、担当者同士の協議の場を設
ける。

取組の概要のとおり

令和6年度はこども家庭センターと個
別に協議する案件はなかったが、毎月
開催される要保護児童対策地域協議会
の席上で情報交換を行った。

3

計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策

基本目標２　推進体制の充実

（1）関係機関との連携推進

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①民間支
援団体と
の連携に
向けた調
査・研究
（変更）

市内には、ＤＶに関する支援や被害者の相談対応を行
う民間支援団体はありませんが、今後、これらの役割
を市内の民間支援団体に担っていただくことも視野
に、県内で女性相談や民間シェルターの運営などを
行っている民間支援団体の活動内容の調査・研究に取
り組みます。

福祉総務
課

民間支援団体
との連携に向
けた調査・研
究

県内で女性相談や民間シェルターの運営など
を行っている民間支援団体の活動内容の調
査・研究に取り組む。

取組の概要のとおり

県内の民間支援団体から当センターへ
の訪問があり、団体が実施する支援事
業について、こども支援課とともに説
明を受けた。

2

事業名 取組の概要 計画 実績 評価

①被害者
へのアン
ケートの
実施（拡
充）

本市で実施した被害者に対するアンケートや「県女性
家庭センター一時保護所の退所者の退所後の生活実態
調査」等を活用し、ＤＶ被害者支援の課題等を把握
し、今後の施策の検討に活かします。

福祉総務
課

被害者へのア
ンケートの実
施

被害者に対するアンケートを実施し、ＤＶ被
害者支援の課題等を把握し、今後の施策の検
討に活かす。

取組の概要のとおり

アンケートを7名に依頼し、4名から回
答を得ました。その中で、「外部の
方々に相談するプロセスや個別の内容
ごとに直結するルートというか、シン
プルな構造をアナウンスされても良い
かと思う」という意見がありました。
この意見を受け、他都市の広報等を参
考に、ホームページでの掲載方法を検
討し、支援の分かりやすい伝達方法を
研究する。

3

②ＤＶ防
止や被害
者への支
援の調
査・研究

住まいや就労の確保、地域での見守りなど、被害者の
自立支援策を一体的に提供できる仕組みについて検討
します。加害者を対象とした更生に向けた取組は重要
な施策ですが、加害者対策はまだ確立されていませ
ん。現在、国等において、調査・研究されている加害
者プログラムの動向を引き続き注視していきます。ま
た、男性の被害者に対する相談については、個別の事
情に応じて、男性の専門職が配置されている県の相談
窓口を案内します。

福祉総務
課

ＤＶ防止や被
害者への支援
の調査・研究

住まいや就労の確保、地域での見守りなど、
被害者の自立支援策を一体的に提供できる仕
組みについて検討する。
国等において、調査・研究されている加害者
プログラムについて把握していきます。ま
た、男性の被害者に対する相談については、
個別の事情に応じて、男性の専門職が配置さ
れている県の相談窓口を案内します。

取組の概要のとおり

令和5年度と同様に都市局が開催する
姫路市居住支援協議会に出席し、ＤＶ
被害者の現状についての報告ととも
に、住居等の自立に向けた支援に関す
る情報提供を依頼した。また、男性の
相談については、男性の専門職が配置
されている県の相談窓口を案内した。

2

（2）民間支援団体との連携推進

施　策

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

（3）調査・研究の推進

計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①ＤＶ相
談窓口の
紹介

女性が抱える悩み相談などから、相談の背景にＤＶ被
害が疑われる場合は、相談者の意思を尊重しつつ、相
談者にＤＶ相談窓口を紹介し、被害者の早期支援につ
なげます。

男女共同
参画推進
センター

女性相談員に
よるＤＶ相談
の情報提供

女性のための相談室において、相談の背景に
ＤＶがうかがえた場合は、相談者の意思を尊
重した上で、相談者にＤＶ相談を促す。

取組の概要のとおり
相談実績　717件
(うちＤＶ被害者相談　69件)

4

①ＤＶ相
談窓口の
紹介

女性が抱える悩み相談などから、相談の背景にＤＶ被
害が疑われる場合は、相談者の意思を尊重しつつ、相
談者にＤＶ相談窓口を紹介し、被害者の早期支援につ
なげます。

こども支
援課

母子・父子自
立支援員によ
る相談支援

ひとり親家庭等相談において、相談の背景に
ＤＶがうかがえた場合は、相談者の意思を尊
重した上で、相談者にＤＶ相談を促したり、
関係機関と相互に連携する。

取組の概要のとおり
ひとり親家庭相談実績 2,503件
(うちＤＶ被害者相談 122件)

4

②ホーム
ページや
冊子等の
充実（拡
充）

配偶者暴力相談支援センターの事業をよりわかりやす
く紹介するとともに、ＤＶの気づきチェックリストや
国・県のＤＶに関する最新情報を掲載するなど、ホー
ムページの充実を図ります。また、適宜、冊子やチラ
シなどの充実を図ります。

福祉総務
課

相談窓口の周
知

ホームページの改善やポスター、リーフレッ
ト等を通じて相談窓口を周知する。

取組の概要のとおり

・ＤＶセンターのホームページに国・
県のＤＶ施策のページのリンクを掲載
した。
・11月12日～25日「女性に対する暴力
をなくす運動」にあわせ、内閣府作成
のポスターを庁内デジタルサイネージ
にて掲示した。
・若者も手に取りやすいように、ＤＶ
相談案内カードのデザインを変更し
た。

4

③ＤＶ相
談案内
カードの
活用

ＤＶの相談窓口を周知するため、二次元コード付きＤ
Ｖ相談案内カードの配布場所（商業施設、公共施設な
ど）を更に増やしていくとともに、市のイベントや事
業においても配布に取り組みます。

福祉総務
課

相談窓口の周
知

被害者等が外出の機会に夫や恋人からの暴力
等に気付き、相談先がわかるように女性用ト
イレ等にＤＶ相談案内カードを配置し、ＤＶ
センターを周知する。。

取組の概要のとおり

市民が利用する本庁舎の女性用トイレ
にＤＶ相談案内カードを設置してい
る。また、平成29年度からは商業施設
の女性用トイレにもＤＶ相談案内カー
ドを設置している。

（商業施設配置場所）
 イオン姫路店　4か所
 ピオレ姫路　　4か所
　　　　　　　　　など計53か所

3

基本目標３　相談体制の充実

（1）相談窓口の周知

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

④関係各
課の冊子
等への掲
載

関係各課が作成する情報提供のための冊子等に、ＤＶ
の相談窓口に関する内容を掲載し周知を図ります。

福祉総務
課

関係各課と配
偶者暴力相談
支援センター
との連携

関係各課が各事業の冊子を作成する際に、Ｄ
Ｖ相談連絡先の記載を依頼する。

取組の概要のとおり

・ひとり親家庭応援ハンドブック
（こども支援課）
・ひめじ子育てガイドブック
（こども支援課）
・子育て手帳（母子手帳附録）
（保健所）
・校区人権No.44ひめじ2024
　(人権教育課）
の各冊子にＤＶ相談連絡先を記載し
た。

4

⑤庁内相
談部門等
との連携

市民相談センターの市民相談、保健所の健康相談その
他の各種相談窓口などにおいて、相談者にＤＶ被害が
疑われる場合は、関係機関が相互に連携して慎重に対
応します。

市民相談
セン
ター・保
健所健康
課

庁内相談部門
間の連携

市役所内の各種相談所間は情報連携をし、相
談者により的確な相談窓口を案内する。

相談者の相談内容がＤＶ等の
場合、市民相談センター等か
ら、ＤＶ相談窓口を案内す
る。

・相談者の相談内容がＤＶ等の場合、
市民相談センターからＤＶ相談支援セ
ンターに案内し、相談者に合った窓口
に引き継ぐことができた。（市民相談
センター）
・必要時に紹介している。（保健所健
康課）

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①メール
やＳＮＳ
等を活用
した相談
受付の検
討（新
規）

若年層に対する相談受付体制の充実を図るため、電話
相談に加え、メールやＳＮＳ等を使った相談受付の実
施について、具体的な課題や効果等の検討を行いま
す。

福祉総務
課

メールやＳＮ
Ｓ等を活用し
た相談受付の
検討

電話相談に加え、先進的にメールやＳＮＳ等
を使った相談受付を実施している自治体に対
して調査を行い、具体的な課題や効果等の検
討を行う。

取組の概要のとおり
地域福祉課が導入を検討しているＡＩ
相談システムについて情報収集を行っ
た。

3

②高齢
者・障害
者・未成
年者等に
対する相
談の充実
（拡充）

高齢者や障害者が被害者の場合、介護の必要性など本
人の状態を踏まえ関係各課が連携して対応します。未
成年者や妊婦など特に配慮が必要な被害者の場合は、
関係機関と十分に協議を行います。また、性的マイノ
リティ（ＬＧＢＴＱ）とされる被害者からの相談に対
応するため、女性相談支援員の研修機会の確保に努め
るとともに、関係機関と連携して対応します。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターと関係各
課の連携

高齢者、障害者、未成年者、性的マイノリ
ティ等様々な背景を持つＤＶ被害者に対し、
どのような点に配慮して相談すべきか、どの
施策（施設等）の対応が良いか等を、関係各
課と連携し、より適切な対応に努める。

取組の概要のとおり

関係各課担当者と連携し、相談者の希
望に沿った福祉施策について意見交換
した。また、選択肢を本人に説明し、
本人が決定した方向性で支援を行っ
た。  (ＤＶ被害者相談　320件)

4

（2）相談体制の充実

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

③外国人
に対する
相談の充
実

被害者が外国人である場合でも支援につなげることが
できるよう、外国人向けリーフレット等を活用し、相
談窓口の周知を図るとともに、必要に応じ「姫路市外
国人相談センター」とも連携して被害者の支援を行い
ます。

文化国際
課

姫路市外国人
相談センター

公益財団法人姫路市文化国際交流財団に事業
を委託し、多言語による生活相談を実施し、
在住外国人の生活面での問題解決を支援す
る。

取組の概要のとおり

【姫路市外国人相談センター】
（市役所本庁１階市民相談センター）
　英語、ベトナム語、ポルトガル語、
スペイン語、中国語、日本語

【ベトナム語生活相談】
　・城東町総合センター
　・高木総合センター
　・見野総合センター

　相談実績　716件
　（うちＤＶ被害者相談　1件）

4

③外国人
に対する
相談の充
実

被害者が外国人である場合でも支援につなげることが
できるよう、外国人向けリーフレット等を活用し、相
談窓口の周知を図るとともに、必要に応じ「姫路市外
国人相談センター」とも連携して被害者の支援を行い
ます。

福祉総務
課

外国語生活相
談

多言語対応の指差し会話シート（他市作成）
を準備し、必要に応じて活用する。

取組の概要のとおり

多言語対応のＤＶ説明パンフレット、
多言語対応の指差し会話シートを設置
した。また、ポータブル翻訳機（ポケ
トーク）を設置し、多くの言語に対応
できるように準備している。
（活用2件）

4

④要保護
児童対策
地域協議
会の活用

女性相談支援員は、児童虐待の加害者である母（父）
もＤＶ被害を受けているかもしれないという視点を持
ち要保護児童対策地域協議会に出席し、被害者の早期
支援につなげます。

子育て支
援室・福
祉総務課

要保護児童対
策地域協議会
連絡会議への
出席

毎月開催される要保護児童対策地域協議会連
絡会議に女性相談支援員が出席し、他の支援
機関と情報を共有し支援方針を協議すること
で、子どもやＤＶ被害者の支援につなげる。

取組の概要のとおり

取組の概要のとおり支援方針について
協議している。また事例検討を行い、
意見交換を行うことで、互いのできる
こと、できないことの理解を深め、各
構成機関のスキルアップを図ってい
る。（月1回開催）

4

⑤他都市
の相談体
制の調
査・研究
（新規）

新型コロナウイルス感染症の影響による生活の変化等
により女性相談支援員が対応する相談内容の複雑化等
が懸念されるなか、女性相談支援員に過度の負担がか
からないような相談体制を維持しつつ、相談者がいつ
でも安心して相談できるよう他都市の状況を調査・研
究し、相談体制の充実に取り組みます。

福祉総務
課

他都市の相談
体制の調査・
研究

女性相談支援員が働きやすい環境の維持・向
上のため、ＤＶセンターを設置する他都市の
相談体制の状況を調査・研究する。

取組の概要のとおり

女性相談支援員が県内で開催された研
修に参加し、支援体制について確認を
行った。今後も引き続き研修に参加
し、他都市の相談体制や支援方法に関
する情報を共有していく。

4

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①ＤＶ相
談マニュ
アル等の
活用（変
更）

相談者の立場に立った適切で統一的な対応が行えるよ
う、県のＤＶ相談マニュアルや国の「女性相談支援員
相談・支援指針」を活用します。また、法改正、制度
改正等の情報についても、女性相談支援員間で共有
し、相談に活用します。

福祉総務
課

女性相談支援
員の資質向上

県のＤＶ相談マニュアルや国の「女性相談支
援員　相談・支援指針」を活用し、相談者の
立場に立った統一的な対応を行う。また、法
改正、制度改正等の情報についても、女性相
談支援員間で共有し、相談に活用する。

取組の概要のとおり

国の「女性相談支援員　相談・支援指
針」、県のＤＶ相談マニュアルを女性
相談支援員各自が所持し活用してい
る。支援に必要な情報があれば、女性
相談支援員に資料を配布し、相談業務
に活用した。

4

②女性相
談支援員
連絡協議
会等の研
修への参
加

女性相談支援員等は、女性相談支援員連絡協議会等が
主催する研修に積極的に参加し、他市町の女性相談支
援員との情報交換を通して相談業務の参考にするとと
もに、知識の向上や業務の改善につなげます。研修で
学んだ内容は、女性相談支援員間で共有し、相談に活
用します。

福祉総務
課

女性相談支援
員の資質向上

女性相談支援員は、県等が主催する女性相談
支援員向け研修に参加し、事務所内で研修内
容の情報共有に努めるとともに相談業務に活
用する。

取組の概要のとおり

令和6年度　参加研修・会議
・保健福祉行政新任職員研修
・「困難な問題を抱える女性への
　支援」基礎研修Ⅰ・Ⅱ
・配偶者暴力相談についての懇談会
・「困難な問題を抱える女性への
　支援」応用研修
・全国女性支援員・心理支援員研究
　協議会
・兵庫県被害者支援連絡協議会
　代表者会議
・市町女性支援担当係長・相談員
　会議
・「困難な問題を抱える女性への
　支援」実務研修
・母子生活支援施設見学会
・生活困窮者自立支援連絡会
・配偶者暴力相談支援センター連絡
　会議
・保護命令手続きに関する研究会
　　　　　　　　　（延13名参加）

4

③女性相
談支援員
への支援
の充実

女性相談支援員が相談者と同じような心理状態に陥っ
たり、業務を抱え込んだ状態にならないよう、職場研
修や女性相談支援員に対する個別相談を実施します。
また、専門的な法知識が必要となる相談については、
法制担当課の協力を得て対応します。

福祉総務
課

女性相談支援
員への支援

女性相談支援員の心理的負担を軽減するため
被害者と面接相談するときは2名の女性相談支
援員で対応する。また、子どものいる相談者
には、こども支援課の母子・父子自立支援員
と一緒に対応する。

取組の概要のとおり

相談者との面接相談は常に2名の女性
相談支援員で対応し（子どものいる相
談者は、こども支援課の相談員と一緒
に面接相談）、助言・指導等の漏れが
ないようにするとともに、複数の相談
員で対応することで、相談者から受け
る心理的負担を軽減できるようにして
いる。令和7年2月から電話音声自動記
録システムを導入し記録作成に活用し
ている。

4

（3）女性相談支援員の資質向上

計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①緊急時
の一時保
護の実施

緊急時の一時保護は、県の女性家庭センター一時保護
所に依頼しています。一時保護所では、常用薬の持参
が必要となるため、被害者のかかりつけ医との調整を
行います。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの一時保
護対応

一時保護が必要な場合は、県の女性家庭セン
ター一時保護所に依頼するとともに、被害者
に持病がある場合は、かかりつけ医と調整し
薬の手配をする。

取組の概要のとおり
一時保護人数  3名（うち、薬の手配
が必要であった者　0名）

4

②安全な
移送の実
施

一時保護所への移動の際は、安全を確保するため、女
性相談支援員等が同行し、移動に必要な現金がないと
きは、交通費を助成します。また、被害者の状況に応
じて、自動車による移送を行います。

こども支
援課

母子生活支援
施設への入所
支援

母子生活支援施設への移送時に、安全確保の
ため、公用車を利用する。

取組の概要のとおり
母子生活支援施設への送迎を1組行っ
た。

4

②安全な
移送の実
施

一時保護所への移動の際は、安全を確保するため、女
性相談支援員等が同行し、移動に必要な現金がないと
きは、交通費を助成します。また、被害者の状況に応
じて、自動車による移送を行います。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの一時保
護対応

女性相談支援員等は、被害者及び同伴家族を
県の女性家庭センター一時保護所に移送する
場合は同伴する。また、相談者に金銭の持ち
合わせがない場合、一時保護所までの交通費
（片道分）を支給する。

取組の概要のとおり
令和6年度　支給件数　0件
（平成30年度～令和6年度　1件）

2

③被害者
に対する
安全確保
の助言

被害者の居場所等が加害者に知られないよう、スマー
トフォン等の情報機器の使用について注意を促すな
ど、安全のための対応策について助言を行います。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの一時保
護対応

ＧＰＳ機能から現在の位置を調べることが可
能なため、一時保護所への移送に際してス
マートフォン、ゲーム等の電源を切ることを
説明する。また、持ち出してしまった加害者
名義のスマートフォン等を返却する際も、被
害者の居場所を加害者に知られないよう配慮
する。

取組の概要のとおり

一時保護所への移送時には、県の研修
資料に基づき、スマートフォンのＧＰ
Ｓ機能を無効にし、ゲーム機の電源を
切るよう指導しました。

4

④警察と
の緊密な
連携

相談段階から一時保護までの間において、被害者に暴
力や生命の危険が迫っているときは、警察と緊密な連
携を取り対応します。夜間・休日の相談や一時保護所
への入所の対応は、警察において県の配偶者暴力相談
支援センターと連携して対応します。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの一時保
護対応

被害者住所管轄の警察署生活安全課、女性自
立支援施設等と連携し対応する。

取組の概要のとおり
一時保護人数
　ＤＶセンター   3名
　警察署　　 　　5名

4

施 策 計画記載内容 担当課

基本目標４　被害者の安全確保

（1）安全確保の徹底

令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

⑤諸手続
における
ワンス
トップ
サービス
の実施

日頃から関係機関がリスクに対して意識を高く持って
対応するとともに、被害者の安全確保や負担の軽減を
図るため、庁内の諸手続についてワンストップサービ
スに取り組みます。

福祉総務
課・各課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの一時保
護対応

被害者が相談後に他課へ申請等をする場合、
本人が望めば同行したり、被害者であること
を配慮した対応を担当課へ依頼する。

取組の概要のとおり

被害者に同伴児がある場合はこども支
援課母子・父子自立支援員が、また同
伴児が無い場合は女性相談支援員等が
庁内各課への申請に同行支援した。

4

⑥母子生
活支援施
設や老人
ホーム等
の機能の
活用

一時保護までの必要がなく安全が確保されているケー
ス等においても、幅広い処遇の確保の観点から、母子
生活支援施設や老人ホーム等におけるショートステイ
の利用を被害者と一緒に検討します。

子育て支
援室

子育て短期支
援事業の利用

安全性が確保されているケース等で一時的な
保護を必要とする場合に、市内の母子生活支
援施設等におけるショートステイの利用方法
について調査研究をする。

取組の概要のとおり
子育て短期支援事業として母子生活支
援施設の利用は延4人12日。

4

⑥母子生
活支援施
設や老人
ホーム等
の機能の
活用

一時保護までの必要がなく安全が確保されているケー
ス等においても、幅広い処遇の確保の観点から、母子
生活支援施設や老人ホーム等におけるショートステイ
の利用を被害者と一緒に検討します。

高齢者支
援課

老人ホーム入
所等での受入
れ対応

高齢者本人や家族からの相談、民生委員や医
療機関、警察等、関係機関からの情報提供に
基づき、高齢者の支援ニーズのより正確な把
握を図る。

老人ホーム等での対応（虐待
等に係る高齢者の受入れ）

虐待等に係る施設への緊急受入れ対応
を実施した。
・対応実人員　17名
・対応延べ日数　1,279日
（うちＤＶと想定される事案　0名）

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①法律的
な相談窓
口等の情
報提供と
助言の実
施

被害者から離婚や子どもの親権など、法律的な相談の
希望があった場合は、法律の専門家に相談するよう助
言するとともに、市民相談センター、男女共同参画推
進センターの女性のための相談室（法律相談）、こど
も支援課の養育費等に関する専門相談（法律相談）、
日本司法支援センター（法テラス）等の相談窓口につ
いて情報提供を行います。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの法律的
な相談対応

被害者から法律的な相談希望があれば、市民
相談センター、男女共同参画推進センター、
法テラスの法律相談を案内し日時や予約方法
を説明する。

取組の概要のとおり
相談者が法律的な相談を希望した場合
は、各相談所が実施する法律相談の開
催日時等について説明している。

4

②保護命
令制度等
の情報提
供と助言
の実施

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け、被
害者が重大な危害を受ける恐れのある場合に利用でき
る保護命令制度について情報提供を行うとともに、つ
きまといやストーカー行為に対する助言を行います。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの法律的
な相談対応

被害者には、地方裁判所へ申立てる保護命令
制度の説明や利用方法を助言し、ストーカー
被害者には警察への相談を助言する。

取組の概要のとおり

相談者が保護命令申立を希望すればＤ
Ｖセンターでの面接相談を案内し、有
効期間や種類等の説明や申立書の書き
方を支援している。

4

施 策

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

（2）法律的な相談内容の支援

計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

③保護命
令申立て
時の支援
の充実

被害者が保護命令の申立てを行う意向があるときは、
書類作成の助言や裁判所等への同行支援を行います。

福祉総務
課

配偶者暴力相
談支援セン
ターの法律的
な相談対応

被害者が保護命令の申立てを行う意思があれ
ば、書き方を助言し、本人が記入後の提出書
類をチェックする。必要があれば、地方裁判
所へ同行支援する。

取組の概要のとおり

地方裁判所へ提出する書類の説明や申
立書記入後のチェックを行った。な
お、地方裁判所への同行支援の希望は
なかった。

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①住民基
本台帳事
務におけ
る閲覧等
の制限

被害者から住民基本台帳事務におけるＤＶ支援措置の
申出を受け、措置の必要があると判断した場合は、被
害者の現住所が知られないように、住民基本台帳の閲
覧、住民票の写しの交付などを制限します。

住民窓口
センター

住民基本台帳
事務における
支援措置申出
の受付及び証
明書交付の可
否判断

支援措置申出を受理すると、住民票の写し等
に交付制限を行い、本人への支援措置決定通
知書を送付する。また、関係市区町村に対し
て、住民票の写し等の交付制限依頼通知書を
送付する。

本人及び関係市区町村への通
知書等の発送　850件

加害者が住民票の写し等の交付制度等
を不当に利用して、被害者住所を検索
することを防止するため、情報の取扱
いについては慎重な判断を行った。
本人及び関係市区町村への通知書等の
発送　1,238件

4

②関係各
課におけ
るＤＶ関
連の情報
管理の徹
底

国民健康保険、国民年金、市民税など、個人情報に係
る事務処理を行う関係各課は、ＤＶに関する情報管理
の徹底を図ります。また、マイナンバーについての情
報管理も厳重に行います。

福祉総務
課・各課

市役所各課の
情報管理徹底

ＤＶ被害者等、本人以外に住所等を知られた
くない方の情報管理の徹底を、住民窓口セン
ター等と協力して行う。

取組の概要のとおり

国民健康保険、国民年金、税、福祉事
務所、保健所、選挙など、個人情報に
係る事務処理を行う関係各課に対し
て、ＤＶに関する情報管理の徹底を
図っている。

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①市外へ
転出する
ケースへ
の支援

被害者が避難先として市外に転出する場合は、本人の
意思を尊重した上で、転出先の配偶者暴力相談支援セ
ンター等に本人の状況についての情報提供を行い、転
出先での自立支援につなげていきます。

福祉総務
課

生活再建に向
けた、庁内各
課や他の行政
機関との連携

本人の意思で市外転出される場合、本人の了
解を得た上で転居先のＤＶ相談支援センター
等へ連絡や情報提供を行い、本人が転出先で
支援をスムーズに受けることができるように
する。

取組の概要のとおり

本人の意思で市外転出される場合は、
本人了解のもと、転居先の配偶者暴力
相談支援センターかＤＶ相談担当窓口
に現状報告を行い、本人が転出先での
支援を受けやすい状況にした。

4

施 策

施 策

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

令和6年度
計画記載内容 担当課

（3）情報管理の徹底

（1）生活の再建に向けた支援

基本目標５　自立支援体制の充実

計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

②市内に
転入する
ケースへ
の支援

被害者が避難先として市内に転入する場合は、転入前
の配偶者暴力相談支援センター等からの情報に基づ
き、各種手続や就労等について支援を行います。

福祉総務
課

生活再建に向
けた、庁内各
課や他の行政
機関との連携

市内に転入された方の相談を受けた場合、本
人の了解を得た上で転入前のＤＶ相談支援セ
ンター等と連携を取り、各種手続き等の支援
を行う。

取組の概要のとおり

住民票を異動せずに転居してきた被害
者には住民票の異動がなくても受ける
ことができる住民サービスについて説
明した。また、住民異動をする場合は
住民基本台帳事務における支援措置を
勧めた。

4

③自立に
向けた情
報提供の
充実

ひとり親家庭が対象となっている各種制度や相談窓口
についてまとめた「ひとり親家庭応援ハンドブック」
をこども支援課のほか、各支所、出張所等で配布する
など、被害者が自立した生活が送れるよう情報提供の
充実に努めます。

福祉総務
課・こど
も支援課

生活再建に向
けた、庁内各
課や他の行政
機関との連携

「ひとり親家庭応援ハンドブック」をこども
支援課のほか、各支所、出張所等で配布し、
被害者が自立した生活が送れるように情報提
供を行う。

取組の概要のとおり
配布先　　490か所
配布部数　4,500部

4

④法律的
な相談窓
口等の情
報提供と
助言の実
施

被害者から離婚や子どもの親権など、法律的な相談の
希望があった場合は、法律の専門家に相談するよう助
言するとともに、市民相談センター、男女共同参画推
進センターの女性のための相談室（法律相談）、こど
も支援課の養育費等に関する専門相談（法律相談）、
日本司法支援センター（法テラス）等の相談窓口につ
いて情報提供を行います。

福祉総務
課

生活再建に向
けた、庁内各
課や他の行政
機関との連携

被害者から法律的な相談希望があれば、市民
相談センター、男女共同参画推進センター、
法テラスの法律相談を案内し日時や予約方法
を説明する。

取組の概要のとおり
相談者が法律的な相談を希望した場合
は、各相談所が実施する法律相談の開
催日時等について説明した。

4

⑤被害者
への中長
期的フォ
ローアッ
プの実施

年に一度の児童扶養手当の現況届等の来所の機会を活
用し、本人の意思を尊重した上で生活状況を把握し、
状況に応じた助言を行うなど、継続的な支援を行いま
す。

こども支
援課

母子・父子自
立支援員によ
る相談支援

被害者が児童扶養手当現況届等のため来課し
た機会を活用し、状況に応じた助言等継続的
な支援を行う。

取組の概要のとおり 取組の概要のとおり実施できた。 4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①ひとり
親家庭が
利用でき
る制度等
の周知

生活再建には経済的な自立が不可欠なため、ひとり親
家庭が利用できる児童扶養手当、母子家庭等医療費助
成制度、母子父子寡婦福祉資金貸付制度*などの各種
制度について情報提供や手続の支援を行います。ま
た、経済的に困窮する被害者へは、生活困窮者自立支
援法*や生活保護法等に基づき必要な支援を速やかに
行います。

こども支
援課

母子・父子自
立支援員によ
る相談支援

児童手当、児童扶養手当の支給による支援や
母子家庭等医療費助成制度の申請、母子父子
寡婦福祉資金貸付により、経済的自立の助成
と生活意欲の助長を図る。また、生活援護室
や社会福祉協議会と連携し、適切な支援につ
なげる。

取組の概要のとおり

取組の概要のとおり。また、市外から
の子どもがいるＤＶ被害転入者で、本
人の希望があった際にはＤＶセンター
からの連絡により各課窓口へ母子・父
子自立支援員が同行している。

4

令和6年度

（2）経済的支援の充実

施 策 計画記載内容 担当課

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①ひとり
親家庭が
利用でき
る制度等
の周知

生活再建には経済的な自立が不可欠なため、ひとり親
家庭が利用できる児童扶養手当、母子家庭等医療費助
成制度、母子父子寡婦福祉資金貸付制度などの各種制
度について情報提供や手続の支援を行います。また、
経済的に困窮する被害者へは、生活困窮者自立支援法
や生活保護法等に基づき必要な支援を速やかに行いま
す。

生活援護
室

経済的に困窮
する被害者へ
の支援

生活困窮者の自立相談を通して適切な支援策
を模索し助言等を行うほか、必要に応じて生
活保護の実施により、最低限度の生活を保障
するとともに自立の助長を図る。

取組の概要のとおり

詳細な聞き取りにより、当面の生活費
の有無や身体状況等を確認。被害者の
状況に応じ、生活困窮者への自立相談
による助言や支援を行ったほか、生活
保護を要する世帯に対しては、保護の
実施により最低限度の生活を保障する
とともに、自立の助長を促した。

4

②養育費
確保にか
かる支援
の実施

養育費の取決めに伴う公正証書の作成費用や養育費立
替保証契約の締結に伴う初回保証料を助成することに
より、養育費の受取確保を支援します。

こども支
援課

養育費等相談
の実施

弁護士による、離婚に伴う養育費確保や面会
交流等に関する無料法律相談（事前予約制）
を毎月１回実施する。

取組の概要のとおり

養育費等相談業務委託を平成29年4月
開始（毎月第3金曜日午後1時30分から
30分×6枠）、希望に応じて母子・父
子自立支援員が同席（34件）

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①ひとり
親家庭就
労支援事
業等の活
用

ひとり親家庭については、母子・父子自立支援員が本
人の状況に応じた支援や情報提供を行います。特に、
就労支援については、就労相談員がハローワークと連
携し、就労先の確保に向け支援を行います。ハロー
ワークなどが実施する各種資格取得制度等の利用の促
進や本市主催の就労に関する講座の受講を勧奨しま
す。

こども支
援課

就労支援の推
進

児童扶養手当受給者の中で就労していない母
親に対し、就労相談員が個別の就業相談に応
じ、きめ細やかで継続的な自立支援プログラ
ムを策定し、ハローワークとの連携により、
就職につながるよう自立を促進する。ＤＶ被
害者からの就業相談の際には、就労相談員と
母子・父子自立支援員が連携しながら家庭状
況に応じた働き方に対する助言・指導を行
う。

取組の概要のとおり

ひとり親就労相談　209件のうちプロ
グラム策定　138件
（うち、ＤＶ被害者の相談　2件、う
ちプログラム策定　2件）

4

①ひとり
親家庭就
労支援事
業等の活
用

ひとり親家庭については、母子・父子自立支援員が本
人の状況に応じた支援や情報提供を行います。特に、
就労支援については、就労相談員がハローワークと連
携し、就労先の確保に向け支援を行います。ハロー
ワークなどが実施する各種資格取得制度等の利用の促
進や本市主催の就労に関する講座の受講を勧奨しま
す。

労働政策
課

各種セミナー
の開催

本市主催の就労に関する講座の受講を勧奨
し、ひとり親家庭の方が職業能力の開発に勤
しんでもらうようにする。

取組の概要のとおり

ＤＶ被害者に特化した就職セミナーは
開催していないが、各種セミナーのチ
ラシを配置し、情報提供に努めてい
る。

4

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策

（3）就労・就学に向けた支援の充実



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①ひとり
親家庭就
労支援事
業等の活
用

ひとり親家庭については、母子・父子自立支援員が本
人の状況に応じた支援や情報提供を行います。特に、
就労支援については、就労相談員がハローワークと連
携し、就労先の確保に向け支援を行います。ハロー
ワークなどが実施する各種資格取得制度等の利用の促
進や本市主催の就労に関する講座の受講を勧奨しま
す。

男女共同
参画推進
センター

男女共同参画
に関する講座
の開催と周知

様々なテーマで男女共同参画に関する講座を
開催する。男女共同参画推進センター“あい
めっせ”のホームページに掲載し、広く周知
する。

主催講座の開催
（女性のチャレンジ支援セミ
ナー　２講座×２回）

主催講座の開催
女性のチャレンジ支援セミナー
7・10月　全4回実施
（延べ29名参加）

3

②保育や
就学に関
する支援

被害者の子どもの保育所等への入所については、優先
的な利用調整を行います。子どもの就学に当たって
は、安全に就学できるよう支援を行います。

こども保
育課・市
教委学校
指導課

子どもの就学
等に関する支
援

被害者である子どもの保育所等への入所につ
いては、優先的な利用調整を行う。
市担当課等と連携し、就学に当たって柔軟な
審査手続きを行う。
就学校に対しては前就学校を秘匿しつつ、子
どもの就学に必要な情報は教育委員会を通じ
て情報を収集し就学校へ提供する。
学齢簿情報等の情報管理に際しては、ＤＶ等
の被害者支援措置対象者として区分し、情報
漏洩に特に注意する。

取組の概要のとおり

利用申込時にＤＶ被害の状況を申出に
より把握し、事情を考慮し利用調整
（優先入所）を行った。
（こども保育課）

秘匿としているＤＶ被害者及び同伴家
族の居所、就学校名が漏えいしないよ
う細心の注意を払った。
（学校指導課）

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①公営住
宅の申込
み等に関
する情報
提供

被害者の生活の再建は、まず住宅の確保から始まりま
す。市営住宅や県営住宅の申込みや優遇取扱いについ
て情報提供を行います。

住宅課

配偶者暴力相
談支援セン
ター等との連
携

住宅課窓口及び電話にて問い合わせがあれ
ば、市営住宅や県営住宅の情報提供を行う。

取組の概要のとおり

ＤＶ被害者等の優遇取り扱い等につい
て、募集パンフレットに掲載し、情報
提供を行っている。
ＤＶ関連の入居（Ｒ元～Ｒ6　0件）

4

①公営住
宅の申込
み等に関
する情報
提供

被害者の生活の再建は、まず住宅の確保から始まりま
す。市営住宅や県営住宅の申込みや優遇取扱いについ
て情報提供を行います。

福祉総務
課

住宅課等との
連携

相談者の希望により、県営住宅や市営住宅の
申込み手続きや時期について担当課と連携
し、申込み支援を行った。

取組の概要のとおり 取組の概要のとおり支援を行った。 4

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

（4）住宅確保に向けた支援の充実



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

②母子生
活支援施
設等への
入所の支
援

一時保護所退所後の生活の場として、母子生活支援施
設や女性自立支援施設への入所が望ましい被害者に
は、施設への入所支援を行います。

こども支
援課

母子生活支援
施設への入所
支援

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にあ
る女子とその子どもが保護を必要とする場合
に、女性自立支援施設に入所することで保護
し自立に向けた支援を行う。

取組の概要のとおり
入所措置 7世帯22人
(うちＤＶ被害者5世帯17人）
R7.3.31現在

4

②母子生
活支援施
設等への
入所の支
援

一時保護所退所後の生活の場として、母子生活支援施
設や女性自立支援施設への入所が望ましい被害者に
は、施設への入所支援を行います。

福祉総務
課

女性自立支援
施設への入所
支援

一時保護後の支援策として、女性自立支援施
設等への入所が望ましいと思われる方は、入
所権限のある女性相談支援センターと相談し
施設入所を依頼している。

取組の概要のとおり
取組の概要のとおり入所依頼を行っ
た。

4

事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

①精神的
な悩みを
持つ方へ
の支援

女性が抱えるさまざまな悩みの相談は、男女共同参画
推進センターが実施する「女性のための相談室」の利
用を促します。ここでは、被害者が気持ちの整理がで
きるように、被害者に寄り添いながら相談に応じま
す。専門的なカウンセリングを希望する被害者に対し
ては、カウンセリングが受けられる医療機関等につい
て情報提供を行います。

保健所健
康課

女性のための
健康相談の活
用と医療機関
等の情報提供

女性のための健康相談で精神的な悩みを持つ
人がいれば、随時、医療機関等の情報提供や
専門医によるこころの健康相談を紹介し対応
する。

当事者より希望があれば、専
門医によるこころの健康相談
で対応する。（予約制）

・女性のための健康相談  0件
（うち、こころの健康相談を案内する
対象者はなかった）

4

②子ども
の心のケ
アに関す
る支援

ＤＶの目撃（面前ＤＶ）等により、ＰＴＳＤ(心的外
傷後ストレス障害)を負っている子どもには専門機関
などでケアを行うとともに、学校においてはスクール
カウンセラーが支援を行います。子どもの生活環境へ
の支援が必要なときは、スクールソーシャルワーカー
や外部の専門職を含めた体制により支援を行います。
また、行政や学校の関与が難しい子どものケアについ
ては、民間支援団体との連携を検討します。

市教委学
校指導課

配偶者暴力相
談支援セン
ター等との連
携

「心の専門家」であるスクールカウンセラー
を公立中学校等に（県事業）、学校カウンセ
ラーを市立高等学校に（市事業）配置し、子
どもたちの心の相談に当たるとともに、教職
員のカウンセリングマインドを高めることに
より、子どもたちの抱える問題の早期発見に
努め、適切な支援による早期解決を図る。
また、社会福祉士や精神保健福祉士等の専門
的な知識・技術をもつスクールソーシャル
ワーカーを拠点校方式により１８名配置（市
事業）し、学校や関係機関その他関係者の役
割を明確にし、学校を中心とする組織での対
応をコーディネートすることで、教育相談体
制の充実を図る。

（県事業）
・スクールカウンセラー
　市立中学校　35校
　市立小学校　17校

（市事業）
・学校カウンセラー
　市立高等学校　3校
　　　　　　　　（3名）

（市事業）
・スクールソーシャルワー
カー
　市立中学校　35校
　　　　　　 　（19名）

（県事業）
・スクールカウンセラー
　市立中学校　36校
　市立小学校　17校
  相談件数　13,829件

（市事業）
・学校カウンセラー
　市立高等学校　3校（3名）
  相談件数　692件

（市事業）
・スクールソーシャルワーカー
　市立中学校  36校（19名）
　相談件数　　6,552件

4

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度

令和6年度
施 策

（5）健康への支援の充実

計画記載内容 担当課



事業名 取組の概要 計 画 実 績 評価

②子ども
の心のケ
アに関す
る支援

ＤＶの目撃（面前ＤＶ）等により、ＰＴＳＤ(心的外
傷後ストレス障害)を負っている子どもには専門機関
などでケアを行うとともに、学校においてはスクール
カウンセラーが支援を行います。子どもの生活環境へ
の支援が必要なときは、スクールソーシャルワーカー
や外部の専門職を含めた体制により支援を行います。
また、行政や学校の関与が難しい子どものケアについ
ては、民間支援団体との連携を検討します。

こども支
援課

配偶者暴力相
談支援セン
ター等との連
携

子どもの目の前で配偶者等に対する暴力が行
われるなどのＤＶ（面前ＤＶ）は、子どもが
著しく心理的外傷を負うことが考えられるた
め、一時保護や母子支援施設入所の際に面談
を依頼する。

取組の概要のとおり 取組の概要のとおり依頼している。 4

③保健に
関する支
援

市外から転入してきた被害者の子どもの乳幼児健康診
査や予防接種等が滞りなく受けられるよう支援を行う
とともに、必要な情報提供を行います。

保健所健
康課・防
疫課

乳幼児健康診
査・予防接種

当事者からの相談や、住民票登録地の自治体
からの依頼に基づき、ＤＶ等で避難されてい
る方に対して姫路市民と同様の乳幼児健康診
査や予防接種が実施できるようにする。

乳幼児健康診査の実施
予防接種の実施

住民票登録地自治体からの依頼に基づ
き、ＤＶ等の避難者に対して姫路市民
と同様の乳幼児健康診査や予防接種が
実施できるようにしている。
・乳幼児健康診査依頼　2件
　　　　　　　（保健所健康課）
・予防接種の実施依頼　0件
　　　　　　　（保健所予防課）

4

施 策 計画記載内容 担当課
令和6年度


